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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月26日(2019.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　所定位置から落下可能な可動体と、
　前記可動体を前記所定位置に保持する保持状態と該所定位置に保持しない解除状態とに
変化可能な保持手段と、
　前記可動体を摺動案内する案内手段と、
　を備え、
　前記保持手段は、前記可動体を前記所定位置に保持している状態において該可動体の第
１被保持部を保持する第１保持手段と、該可動体の第２被保持部を保持する第２保持手段
と、を含み、
　前記案内手段は、前記可動体の第１被案内部を摺動案内する第１案内手段及び該可動体
の前記第１被案内部とは異なる第２被案内部を摺動案内する第２案内手段を有し、
　前記可動体は、前記第１被案内部より前記第２被案内部の近傍に重心が位置するととも
に、前記第１被保持部より前記第２被保持部の近傍に重心が位置し、
　前記可動体を前記所定位置から落下させるときに、前記第１保持手段を前記保持状態か
ら前記解除状態に変化させた後に、前記第２保持手段を前記保持状態から前記解除状態に
変化させる、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の手段Ａの遊技機は、
　遊技が可能な遊技機であって、
　所定位置から落下可能な可動体と、
　前記可動体を前記所定位置に保持する保持状態と該所定位置に保持しない解除状態とに
変化可能な保持手段と、
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　前記可動体を摺動案内する案内手段と、
　を備え、
　前記保持手段は、前記可動体を前記所定位置に保持している状態において該可動体の第
１被保持部を保持する第１保持手段と、該可動体の第２被保持部を保持する第２保持手段
と、を含み、
　前記案内手段は、前記可動体の第１被案内部を摺動案内する第１案内手段及び該可動体
の前記第１被案内部とは異なる第２被案内部を摺動案内する第２案内手段を有し、
　前記可動体は、前記第１被案内部より前記第２被案内部の近傍に重心が位置するととも
に、前記第１被保持部より前記第２被保持部の近傍に重心が位置し、
　前記可動体を前記所定位置から落下させるときに、前記第１保持手段を前記保持状態か
ら前記解除状態に変化させた後に、前記第２保持手段を前記保持状態から前記解除状態に
変化させる、
　ことを特徴とする。
　また、手段１の遊技機として、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　所定位置（例えば、上方位置）から落下可能な可動体（例えば、可動体３０２）と、
　前記可動体を前記所定位置に保持する保持状態（例えば、係止状態）と該所定位置に保
持しない解除状態とに変化可能な保持手段（例えば、演出用ソレノイド３１８Ｌ，３１８
Ｒ、係止部材３１８ａ）と、
　前記可動体を摺動案内する案内手段（例えば、案内軸３０６Ｌ，３０６Ｒ、貫通孔３３
１Ｌ，３３１Ｒを有するアーム３０９Ｌ，３０９Ｒ）と、
　を備え、
　前記案内手段は、前記可動体の第１被案内部（例えば、右側のアーム３０９Ｒ）を摺動
案内する第１案内手段（例えば、右側の案内軸３０６Ｒ）及び該可動体の前記第１被案内
部とは異なる第２被案内部（例えば、左側のアーム３０９Ｌ）を摺動案内する第２案内手
段（例えば、左側の案内軸３０６Ｌ）を有し、
　前記可動体は、前記第１被案内部より前記第２被案内部の近傍に重心が位置する（例え
ば、可動体３０２の重心位置Ｇは、可動体３０２の左右方向の略中央位置よりも左側、つ
まり、右側のアーム３０９Ｒより左側のアーム３０９Ｌの近傍に設定されている。図２５
参照）
　ことを特徴としてもよい。
　この特徴によれば、可動体の落下速度を抑制できるため、落下の衝撃による可動体の故
障を抑制できる。
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